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議案第  ３５  号  
 
 
   流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について  
 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  
  令和元年６月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選

挙法の一部を改正する法律（令和元年法律第１号）の施行に伴

い、選挙長等の報酬の額を改正するためである。  



流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例  

流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１４年流山市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

別 表 第 ３ 中 「 １ ０ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 

「 １ ２ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ １ ， １ ０ ０ 円 」 を 

「１１，３００円」に、「１０，７００円」を「１０，９００円」に、 

「 ９ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ９ ， ６ ０ ０ 円 」 に 、 「 ８ ， ８ ０ ０ 円 」 を 

「８，９００円」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に初め

て行われる参議院議員通常選挙から適用する。  

 



議案第  ３６  号  

 

 

   消費税及び地方消費税の引上げに伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について  

 消費税及び地方消費税の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を

別紙のとおり制定する。  

  令和元年６月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  消費税法及び地方税法の一部が改正され、令和元年１０月１

日から消費税率の引上げが行われることに伴い、本市における

使用料等に消費税及び地方消費税の引上げ分を転嫁するためで

ある。  



消費税及び地方消費税の引上げに伴う関係条例の整備に関する条  

例  

（流山市公民館並びに市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第１条  流山市公民館並びに市民会館の設置及び管理に関する条例（昭

和４４年流山市条例第２４号）の一部を次のように改正する。  

  第１９条第２項中「定める額」の次に「（同表に定めるところによ

り算出した額の合計額に１０円未満の端数があるときは、当該端数を

切り捨てた額）」を加える。  

別 表 の う ち 、 １  施 設 使 用 料 ・ 利 用 料 金 （ 市 民 会 館 ） の 表 中

「 １ ２ ， ８ ５ ７ 」 を 「 １ ３ ， ０ ９ ５ 」 に 、 「 ２ ０ ， ５ ７ １ 」 を

「 ２ ０， ９ ５ １ 」 に 、「 ３ ３ ， ４ ２ ８」 を 「 ３ ４ ， ０４ ６ 」 に 、

「 ４ １ ， １ ４ ２ 」 を 「 ４ １ ， ９ ０ ２ 」 に 、 「 ５ ３ ， ９ ９ ９ 」 を

「 ５ ４， ９ ９ ７ 」 に 、「 １ ５ ， ４ ２ ８」 を 「 １ ５ ， ７１ ３ 」 に 、

「 ２ ４ ， ６ ８ ５ 」 を 「 ２ ５ ， １ ４ ２ 」 に 、 「 ４ ０ ， １ １ ３ 」 を

「 ４ ０， ８ ５ ５ 」 に 、「 ４ ９ ， ３ ７ ０」 を 「 ５ ０ ， ２８ ４ 」 に 、

「６４，７９８」を「６５，９９７」に、「１，５４２」を「１，５７０」

に、「２，０５７」を「２，０９５」に、「３，５９９」を「３，６６５」

に、「４，１１４」を「４，１９０」に、「５，６５６」を「５，７６０」

に、「１，８５１」を「１，８８５」に、「２，４６８」を「２，５１３」

に、「４，３１９」を「４，３９８」に、「４，９３６」を「５，０２６」

に、「６，７８７」を「６，９１１」に、「５，１４２」を「５，２３７」

に 、 「 ９ ， ７ ７ １ 」 を 「 ９ ， ９ ５ １ 」 に 、 「 １ ０ ， ２ ８ ５ 」 を

「 １ ０， ４ ７ ５ 」 に 、「 １ ４ ， ９ １ ３」 を 「 １ ５ ， １８ ８ 」 に 、

「 ２ ０ ， ０ ５ ６ 」 を 「 ２ ０ ， ４ ２ ６ 」 に 、 「 ２ ５ ， １ ９ ８ 」 を

「２５，６６３」に、「６，６８５」を「６，８０８」に、「１１，８２８」

を「１２，０４７」に、「１２，３４２」を「１２，５７０」に 、

「 １ ８ ， ５ １ ３ 」 を 「 １ ８ ， ８ ５ ５ 」 に 、 「 ２ ４ ， １ ７ ０ 」 を

「２４，６１７」に、「３０，８５５」を「３１，４２５」に改める。  

別表のうち、２  施設使用料・利用料金（公民館）の表中「７７１」

を 「 ７８ ５ 」 に 、 「 ３０ ８ 」 を 「 ３ １３ 」 に 、 「 １ ，０ ８ ０ 」 を

「１，１００」に、「４６２」を「４７０」に、「１５４」を「１５６」

に、「１，２８５」を「１，３０８」に、「１，４３９」を「１，４６５」



に、「６１７」を「６２８」に、「２，７７７」を「２，８２８」に、

「３，３９４」を「３，４５６」に改める。  

別 表 の う ち 、 ３  附 属 設 備 及 び 備 品 使 用 料 ・ 利 用 料 金 の 表 中

「２，１６０」を「２，２００」に、「３２４」を「３３０」に 、

「３，２４０」を「３，３００」に、「２１６」を「２２０」に 、

「１０８」を「１１０」に、「１，０８０」を「１，１００」に改め

る。  

（流山市民プールの設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第２条  流山市民プールの設置及び管理に関する条例（昭和４７年流山

市条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

別表のうち、（１）普通使用の表中「１５４円」を「１５６円」に、

「１，５４２円」を「１，５７０円」に、「５１４円」を「５２３円」

に改める。  

別表のうち、（２）専用使用の表中「１，８５１円」を「１，８８５円」

に改める。  

（流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第３条  流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例（昭和５２年流山

市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

別表中「３０８円」を「３１３円」に改める。  

（流山市立図書館設置等に関する条例の一部改正）  

第４条  流山市立図書館設置等に関する条例（昭和５３年流山市条例第

１２号）の一部を次のように改正する。  

別表第３中「３０８」を「３１３」に、「４６２」を「４７０」に、

「１，０８０」を「１，１００」に、「５１４円」を「５２３円」に

改める。  

（流山市都市公園条例の一部改正）  

第５条  流山市都市公園条例（昭和５４年流山市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。  

第１７条第２項及び第３項中「１００分の８」を「１００分の１０」

に改める。  

別表第２中「１０８．００円」を「１１０．００円」に、「３２．４０

円」を「３３．００円」に、「１，０８０．００円」を「１，１００．００

円」に、「１０．８０円」を「１１．００円」に、「１．０８円」を



「１．１０円」に改める。  

別表第５のうち、１  屋外施設利用料の表中「２７０円」を「２７５

円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「８１０円」を「８２５円」

に 、 「 １ ， ６ ２ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ ５ ０ 円 」 に 、 「 １ ６ ２ 円 」 を

「１６５円」に、「３２４円」を「３３０円」に、「１，０８０円」

を「１，１００円」に、「８，１００円」を「８，２５０円」に 、

「２１６円」を「２２０円」に、「８６４円」を「８８０円」に改め

る。  

別表第５のうち、２  屋内施設利用料の表中、「６，２４３円」を

「 ６ ，３ ５ ８ 円 」 に 、「 ７ ， ４ ９ １ 円」 を 「 ７ ， ６ ２９ 円 」 に 、

「 ３ ， １ ２ １ 円 」 を 「 ３ ， １ ７ ８ 円 」 に 、 「 ３ ， ７ ４ ５ 円 」 を

「３，８１４円」に、「１２，４８６円」を「１２，７１７円」に、

「１４，９８３円」を「１５，２６０円」に、「１８，７２９円」を

「１９，０７５円」に、「２２，４７４円」を「２２，８９０円」に、

「６２，４３０円」を「６３，５８６円」に、「７４，９１６円」を

「７６，３０３円」に、「２，８１７円」を「２，８６９円」に 、

「 ３ ， ３ ８ ０ 円 」 を 「 ３ ， ４ ４ ２ 円 」 に 、 「 １ ， ４ ０ ８ 円 」 を

「 １ ，４ ３ ４ 円 」 に 、「 １ ， ６ ８ ９ 円」 を 「 １ ， ７ ２０ 円 」 に 、

「 ５ ， ６ ３ ４ 円 」 を 「 ５ ， ７ ３ ８ 円 」 に 、 「 ６ ， ７ ６ ０ 円 」 を

「 ６ ，８ ８ ５ 円 」 に 、「 ８ ， ４ ５ １ 円」 を 「 ８ ， ６ ０７ 円 」 に 、

「１０，１４１円」を「１０，３２８円」に、「２８，１７０円」を

「２８，６９１円」に、「３３，８０４円」を「３４，４３０円」に、

「６５４円」を「６６６円」に、「７８４円」を「７９８円」に、

「３２７円」を「３３３円」に、「３９２円」を「３９９円」に 、

「 １ ， ６ ６ ５ 円 」 を 「 １ ， ６ ９ ５ 円 」 に 、 「 １ ， ９ ９ ８ 円 」

を 「 ２ ， ０ ３ ５ 円 」 に 、 「 ８ ３ ２ 円 」 を 「 ８ ４ ７ 円 」 に 、 

「      「    

 
９９８円  

 を  
１，０１６円  

 に、「４５０円」  

  」   」  

を「４５８円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「２２５円 」

を 「 ２ ２ ９ 円 」 に 、 「 ２ ７ ０ 円 」 を 「 ２ ７ ５ 円 」 に 、 



「      「    

 ６０円   を  ６１円   に、「２５０円」  

  」   」  

を「２５４円」に、「１２５円」を「１２７円」に、「３００円」を

「３０５円」に、「１５０円」を「１５２円」に、「３，３４８円」

を「３，４１０円」に、「１，６７４円」を「１，７０５円」に 、

「１，２３４円」を「１，２５６円」に、「６１７円」を「６２８円」

に、「２０１円」を「２０４円」に、「１，１２８円」を「１，１４８円」

に、「５１２円」を「５２１円」に改める。  

別表第５のうち、３ 附属設備利用料の表中「５４０円」を「５５０円」

に、「１０８円」を「１１０円」に、「２１６円」を「２２０円」に

改める。  

（流山市立博物館設置等に関する条例の一部改正）  

第６条  流山市立博物館設置等に関する条例（昭和５４年流山市条例第

３６号）の一部を次のように改正する。  

別表中「３７８．００円」を「３８５円」に、「２１６．００円」

を「２２０円」に、「１０８．００円」を「１１０円」に、「５４．００

円」を「５５円」に改める。  

（流山市高齢者趣味の家の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第７条  流山市高齢者趣味の家の設置及び管理に関する条例（昭和５５

年流山市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

第１３条第２項中「定める額」の次に「（同表に定めるところによ

り算出した額の合計額に１０円未満の端数があるときは、当該端数を

切り捨てた額）」を加える。  

別表中「１，０００円」を「１，０１８円」に、「２，０００円」を

「 ２ ，０ ３ ７ 円 」 に 、「 １ ， ４ ０ ０ 円」 を 「 １ ， ４ ２５ 円 」 に 、 

「２，７００円」を「２，７５０円」に改め、同表に備考として次の

ように加える。  

  備考  利用料金は１月ごとの陶芸用電気炉の使用実績に基づき算出

する。  

（流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第８条  流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例（昭和５６

年流山市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  



別表のうち、１ 施設利用料金の表中「２，９３１」を「２，９８５」

に、「３，５４８」を「３，６１３」に、「６１７」を「６２８」に、

「１５４」を「１５６」に改める。  

別表のうち、２  附属設備利用料金の表中「３２４円」を「３３０

円」に、「２１６円」を「２２０円」に、「１０８円」を「１１ ０

円」に改める。  

（流山市下水道条例の一部改正）  

第９条  流山市下水道条例（昭和６０年流山市条例第１４号）の一部を

次のように改正する。  

別表第２中「９７２．００円」を「９９０．００円」に、「１１８．８０

円」を「１２１．００円」に、「１４５．８０円」を「１４８．５０

円」に、「１７８．２０円」を「１８１．５０円」に、「２１０．６０

円」を「２１４．５０円」に、「２５３．８０円」を「２５８．５０

円」に、「３０７．８０円」を「３１３．５０円」に改める。  

（流山市行政財産使用料条例の一部改正）  

第１０条  流山市行政財産使用料条例（昭和６１年流山市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。  

第２条第２項中「１００分の８」を「１００分の１０」に改める。  

（流山市平日夜間・休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第１１条  流山市平日夜間・休日診療所の設置及び管理に関する条例

（昭和６２年流山市条例第７号）の一部を次のように改正する。  

第６条第２項中「１００分の８」を「１００分の１０」に改める。  

（流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正）  

第１２条  流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成６年

流山市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

別表第１中「３２４．００円」を「３３０円」に、「４３２．００

円」を「４４０円」に、「７，５６０．００円」を「７，７００円」

に、「３，２４０．００円」を「３，３００円」に、「１，０８０．００

円」を「１，１００円」に、「１６２．００円」を「１６５円」に、

「１０８．００円」を「１１０円」に改める。  

別表第２中「１０８．００円」を「１１０円」に改める。  

（一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正）  



第１３条  一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例（平成６年流山

市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

別表第１中「１０８．００円」を「１１０．００円」に、「８６．４０

円」を「８８．００円」に、「５４．００円」を「５５．００円」に、

「４３．２０円」を「４４．００円」に改める。  

別表第２中「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「２，１６０

円」を「２，２００円」に、「３，２４０円」を「３，３００円」に、

「 ３ ， ７ ８ ０ 円 」 を 「 ３ ， ８ ５ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ４ ０ ０ 円 」 を

「 ５ ，５ ０ ０ 円 」 に 、「 ７ ， ０ ２ ０ 円」 を 「 ７ ， １ ５０ 円 」 に 、

「 ２ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ７ ５ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ８ ６ ０ 円 」 を

「 ４ ，９ ５ ０ 円 」 に 、「 ６ ， ４ ８ ０ 円」 を 「 ６ ， ６ ００ 円 」 に 、

「８，６４０円」を「８，８００円」に改める。  

（流山市柔道場の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第１４条  流山市柔道場の設置及び管理に関する条例（平成８年流山市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

別表中「２０５円」を「２０８円」に、「４１１円」を「４１８円」

に改める。  

（流山市水道事業給水条例の一部改正）  

第１５条  流山市水道事業給水条例（平成１０年流山市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。  

第２５条の３第２項中「２１６円」を「２２０円」に改める。  

別表第１中「１，０３６．８０円」を「１，０５６．００円」に、

「１，４３６．４０円」を「１，４６３．００円」に、「１，７７１．２０

円」を「１，８０４．００円」に、「１５．１２円」を「１５．４０

円」に、「１５１．２０円」を「１５４．００円」に、「２１６．００

円」を「２２０．００円」に、「３３４．８０円」を「３４１．００

円 」 に、 「 ４ ， ９ ７ ３． ４ ０ 円 」 を 「５ ， ０ ６ ５ ． ５０ 円 」 に 、

「８，４５１．００円」を「８，６０７．５０円」に、「１８，３７０．８０

円 」 を 「 １ ８ ， ７ １ １ ． ０ ０ 円 」 に 、 「 ４ ８ ６ ． ０ ０ 円 」 を  

「４９５．００円」に改める。  

別 表 第 ３ 中 「 １ ２ ９ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ３ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、

「２９１，６００円」を「２９７，０００円」に、「４７５，２００

円 」 を 「 ４ ８ ４ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ４ ５ ８ ， ０ ０ ０ 円 」 を



「 １ ， ４ ８ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を

「 ２ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ４ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を

「５，５００，０００円」に改める。  

（流山市手数料条例の一部改正）  

第１６条  流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を

次のように改正する。  

別表第１５中「１，５８０，０００円」を「１，５９０，０００

円」に、「１，９４０，０００円」を「１，９５０，０００円」に、

「２，２６０，０００円」を「２，２７０，０００円」に改める。  

（流山市占用料条例の一部改正）  

第１７条  流山市占用料条例（平成１３年流山市条例第１９号）の一部

を次のように改正する。  

第３条第２項中「１００分の８」を「１００分の１０」に改める。  

（流山市社会教育ギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第１８条  流山市社会教育ギャラリーの設置及び管理に関する条例（平

成１３年流山市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

別表中「５１４円」を「５２３円」に改める。  

（流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例の

一部改正）  

第１９条  流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する

条例（平成１５年流山市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

別表のうち、１  施設使用料の表中「２５７円」を「２６１円」に、

「３０８円」を「３１３円」に、「１５４円」を「１５６円」に改め

る。  

別表のうち、２  附属設備使用料（研修室１を使用する場合に限

る。）の表中「１０２円」を「１０３円」に改める。  

（流山市勤労者総合福祉センター並びに勤労者体育施設の設置及び管

理に関する条例の一部改正）  

第２０条  流山市勤労者総合福祉センター並びに勤労者体育施設の設置

及び管理に関する条例（平成１５年流山市条例第１１号）の一部を次

のように改正する。  

別表中「１５４円」を「１５６円」に、「１０２円」を「１０３



円」に、「１，４３９円」を「１，４６５円」に、「７１９円」を

「７３２円」に、「４１１円」を「４１８円」に、「１，５４２円」

を「１，５７０円」に、「７７１円」を「７８５円」に、「４６２

円」を「４７０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、「５９３

円」を「６０３円」に、「８６４円」を「８８０円」に、「１，０８０

円」を「１，１００円」に、「１，１８２円」を「１，２０３円」に、

「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 を 「 ２ ， ２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ３ １ ４ 円 」 を

「２，３５６円」に改める。  

（流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第２１条  流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成

１７年流山市条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

別表のうち、１ 施設利用料金の表中「８，６４０円」を「８，８００

円」に、「１１，５１９円」を「１１，７３２円」に、「１０，８００

円」を「１１，０００円」に、「３０，９５９円」を「３１，５３２

円」に、「１０，２８５円」を「１０，４７５円」に、「１３，７８２

円」を「１４，０３７円」に、「１２，９６０円」を「１３，２００

円」に、「３７，０２７円」を「３７，７１２円」に、「２，１６０

円」を「２，２００円」に、「２，８７９円」を「２，９３２円」に、

「 ２ ， ７ ７ ７ 円 」 を 「 ２ ， ８ ２ ８ 円 」 に 、 「 ７ ， ８ １ ６ 円 」 を

「 ７ ，９ ６ ０ 円 」 に 、「 ２ ， ５ ７ １ 円」 を 「 ２ ， ６ １８ 円 」 に 、

「 ３ ， ３ ９ ４ 円 」 を 「 ３ ， ４ ５ ６ 円 」 に 、 「 ３ ， ２ ９ １ 円 」 を

「 ３ ，３ ５ １ 円 」 に 、「 ９ ， ２ ５ ６ 円」 を 「 ９ ， ４ ２５ 円 」 に 、

「 １ ， ８ ５ １ 円 」 を 「 １ ， ８ ８ ５ 円 」 に 、 「 ２ ， ４ ６ ８ 円 」 を

「 ２ ，５ １ ３ 円 」 に 、「 １ ， ３ ８ ８ 円」 を 「 １ ， ４ １３ 円 」 に 、

「９２５円」を「９４２円」に、「１，２３４円」を「１，２５６

円」に、「４６２円」を「４７０円」に、「６１７円」を「６２８

円」に、「３，０８５円」を「３，１４２円」に、「１，０２８円」

を「１，０４７円」に、「１０２円」を「１０３円」に改める。  

別 表 の う ち 、 ２  附 属 設 備 利 用 料 金 の 表 中 「 １ ， ０ ２ ８ 円 」 を

「 １ ，０ ４ ７ 円 」 に 、「 ２ ， ０ ５ ７ 円」 を 「 ２ ， ０ ９５ 円 」 に 、

「３０８円」を「３１３円」に、「１０２円」を「１０３円」に、

「２０５円」を「２０８円」に改める。  

別表のうち、３  駐車場利用料金の表中「５４０円」を「５５０



円」に、「１０２円」を「１０３円」に、「５１０円」を「５１５

円」に改める。  

（流山市自転車駐車場条例の一部改正）  

第２２条  流山市自転車駐車場条例（平成２０年流山市条例第１７号）

の一部を次のように改正する。  

別表第１中「３，０８５」を「３，１４２」に、「１，５４２」を

「１，５７０」に、「６，１７１」を「６，２８５」に、「４，９３７」

を「５，０２８」に、「２，４６８」を「２，５１３」に、「９，８７４」

を 「 １ ０ ， ０ ５ ６ 」 に 、 「 ７ ， ４ ０ ５ 」 を 「 ７ ， ５ ４ ２ 」 に 、

「３，７０２」を「３，７７０」に、「５，５５４」を「５，６５６」

に、「２，７７７」を「２，８２８」に改める。  

別表第２中「１０２」を「１０３」に、「２０５」を「２０８」に、

「１，０２８」を「１，０４７」に、「２，０５７」を「２，０９５」

に改める。  

（流山市おおたかの森センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第２３条  流山市おおたかの森センターの設置及び管理に関する条例

（平成２６年流山市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

別表のうち、１ 施設利用料金の表中「２，４６６」を「２，５１１」

に、「３，０８４」を「３，１４１」に、「６１５」を「６２６」に、

「７７１」を「７８５」に、「３８５」を「３９２」に改める。  

別表のうち、２  附属設備利用料金の表中「１０８円」を「１１０

円」に、「２１６円」を「２２０円」に、「３２４円」を「３３０円」

に改める。  

 （流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２４条  流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例（平

成２９年流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

  第１９条第４項中「定める額」の次に「（同表に定めるところによ

り算出した額の合計額に１０円未満の端数があるときは、当該端数を

切り捨てた額）」を加える。  

別表のうち、１  おおたかの森ホール施設利用料金表の表中  

 

 



「   

 ２１，２００  ３６，２００  ４２，６００  １００，０００   

 ２５，５００  ４３，４００  ５１，１００  １２０，０００   

 ２７０  ４６０  ５６０  １，２９０   

 ３３０  ５６０  ６５０  １，５４０   

 ３８０  ６５０  ７７０  １，８００   

 ４５０  ７８０  ９３０  ２，１６０   

 ４８０  ８２０  ９７０  ２，２７０   

 ５８０  ９９０  １，１５０  ２，７２０   

 ４８０  ８２０  ９４０  ２，２４０   

 ５７０  ９７０  １，１４０  ２，６８０   

 ３，８７０  ６，５８０  ７，７６０  １８，２１０   

 ４，６５０  ７，９１０  ９，２９０  ２１，８５０   

 １，１６０  １，９７０  ２，３４０  ５，４７０   

 １，４００  ２，３８０  ２，７８０  ６，５６０   

 １，１５０  １，９６０  ２，３００  ５，４１０   

 １，３８０  ２，３５０  ２，７６０  ６，４９０   

 ５４０  ９２０  １，１００  ２，５６０   

 ６５０  １，１１０  １，３１０  ３，０７０   

 ８３０  １，４１０  １，６６０  ３，９００   

 １，０００  １，７００  １，９８０  ４，６８０   

     」  

 を  

「       

 ２１，５９２  ３６，８７０  ４３，３８８  １０１，８５０   

 ２５，９７２  ４４，２０３  ５２，０４６  １２２，２２１   

 ２７５  ４６８  ５７０  １，３１３   

 ３３６  ５７０  ６６２  １，５６８   

 ３８７  ６６２  ７８４  １，８３３   

 ４５８  ７９４  ９４７  ２，１９９   

 ４８８  ８３５  ９８７  ２，３１０   

 



 ５９０  １，００８  １，１７１  ２，７６９   

 ４８８  ８３５  ９５７  ２，２８０   

 ５８０  ９８７  １，１６１  ２，７２８   

 ３，９４１  ６，７０１  ７，９０３  １８，５４５   

 ４，７３６  ８，０５６  ９，４６２  ２２，２５４   

 １，１８１  ２，００６  ２，３８３  ５，５７０   

 １，４２５  ２，４２４  ２，８３１  ６，６８０   

 １，１７１  １，９９６  ２，３４２  ５，５０９   

 １，４０５  ２，３９３  ２，８１１  ６，６０９   

 ５５０  ９３７  １，１２０  ２，６０７   

 ６６２  １，１３０  １，３３４  ３，１２６   

 ８４５  １，４３６  １，６９０  ３，９７１   

 １，０１８  １，７３１  ２，０１６  ４，７６５   

     」  

に改める。  

別 表 の う ち 、 ２  駐 車 場 利 用 料 金 表 の 表 中 「 ５ ０ ０ 円 」 を  

「５０９円」に改める。  

別表のうち、３  附属設備利用料金表の表中「１３，０００」を

「１３，２４０」に、「８，０００」を「８，１４８」に、「３，２４０」

を「３，３００」に、「６，０００」を「６，１１１」に、「１，０８０」

を「１，１００」に、「６４０」を「６５１」に、「１００」を「１０１」

に、「５４０」を「５５０」に、「２１０」を「２１３」に、「３２０」

を「３２５」に、「１，６２０」を「１，６５０」に、「２，１６０」 

「      「    

を「２，２００」に、  １６０   を  １６２    

  」   」  

に、「８６０」を「８７５」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（流山市公民館並びに市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改

正に係る経過措置）  



２  この条例による改正後の流山市公民館並びに市民会館の設置及び管

理に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）第１９条

第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後の施設等の使用に係る使用料又は利用料金について適用し、

同日前の施設等の使用に係る使用料又は利用料金については、なお従

前の例による。  

３  施行日以後の施設等の使用に係る納入の通知のうち、この条例の公

布の日（以下「公布日」という。）から施行日の前日までの間に行わ

れたものは、施行日以後に行われたものとみなし、当該納入の通知に

係る使用料又は利用料金は、改正後の条例に規定する使用料又は利用

料金とするものとする。この場合において、当該納入の通知による納

入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当該納入

は、施行日から施設等の使用の日前までの間に行われたものとみなす。  

（流山市民プールの設置及び管理に関する条例の一部改正に係る経過

措置）  

４  この条例による改正後の流山市民プールの設置及び管理に関する条

例（次項及び第６項において「改正後の条例」という。）別表（１）

普通使用の表の規定（１回１人（２時間以内）の区分に係る規定に限

る。）及び別表（２）専用使用の表の規定は、施行日以後の市民プー

ルの使用に係る利用料について適用し、同日前の市民プールの使用に

係る利用料については、なお従前の例による。  

５  施行日以後の市民プールの使用（専用使用に限る。以下この項にお

いて同じ。）に係る納入の通知のうち、公布日から施行日の前日まで

の間に行われたものは、施行日以後に行われたものとみなし、当該納

入の通知に係る利用料は、改正後の条例に規定する利用料とするもの

とする。この場合において、当該納入の通知による納入が、公布日か

ら施行日の前日までの間に行われたときは、当該納入は、施行日から

市民プールの使用の日前までの間に行われたものとみなす。  

６  この条例の施行の際現にこの条例による改正前の流山市民プールの

設置及び管理に関する条例別表（１）普通使用の表の規定（回数券  

１１回分の区分に係る規定に限る。以下この項において同じ。）によ

り発行されている回数券によって施行日以後に市民プールを使用する

場合の利用料については、この条例による改正後の条例別表（１）普



通使用の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

（流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に係る経過

措置）  

７  この条例による改正後の流山市福祉会館の設置及び管理に関する条

例別表の規定は、施行日以後の福祉会館の設備の使用に係る利用料に

ついて適用し、同日前の福祉会館の設備の使用に係る利用料について

は、なお従前の例による。  

（流山市立図書館設置等に関する条例の一部改正に係る経過措置）  

８  この条例による改正後の流山市立図書館設置等に関する条例（次項

において「改正後の条例」という。）別表第３の規定は、施行日以後

の森の図書館会議施設等の使用に係る利用料金について適用し、同日

前の森の図書館会議施設等の使用に係る利用料金については、なお従

前の例による。  

９  施行日以後の森の図書館会議施設等の使用に係る納入の通知のうち、

公布日から施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行

われたものとみなし、当該納入の通知に係る利用料金は、改正後の条

例に規定する利用料金とするものとする。この場合において、当該納

入の通知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われた

ときは、当該納入は、施行日から森の図書館会議施設等の使用の日前

までの間に行われたものとみなす。  

（流山市都市公園条例の一部改正に係る経過措置）  

１０  この条例による改正後の流山市都市公園条例（次項において「改

正後の条例」という。）第１７条第２項及び第３項、別表第２並びに

別表第５の規定は、施行日以後の都市公園の使用若しくは占用又は有

料公園施設等の使用に係る使用料、占用料又は利用料について適用し、

同日前の都市公園の使用若しくは占用又は有料公園施設等の使用に係

る使用料、占用料又は利用料については、なお従前の例による。  

１１  施行日以後の都市公園の使用若しくは占用又は有料公園施設等の

使用に係る納入の通知のうち、公布日から施行日の前日までの間に行

われたものは、施行日以後に行われたものとみなし、当該納入の通知

に係る使用料、占用料又は利用料は、改正後の条例に規定する使用料、

占用料又は利用料とするものとする。この場合において、当該納入の

通知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたとき



は、当該納入は、施行日から都市公園の使用若しくは占用又は有料公

園施設等の使用の日前までの間に行われたものとみなす。  

（流山市立博物館設置等に関する条例の一部改正に係る経過措置）  

１２  この条例による改正後の流山市立博物館設置等に関する条例別表

の規定は、施行日以後の博物館が期間を定めて行う特別の展示の観覧

（以下この項において「観覧」という。）に係る観覧料について適用

し、同日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。  

（流山市高齢者趣味の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に係

る経過措置）  

１３  この条例による改正後の流山市高齢者趣味の家の設置及び管理に

関する条例第１３条第２項及び別表の規定は、施行日以後の趣味の家

の設備の使用に係る利用料金について適用し、同日前の趣味の家の設

備の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。  

（流山市南流山センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に係

る経過措置）  

１４  この条例による改正後の流山市南流山センターの設置及び管理に

関する条例（次項において「改正後の条例」という。）別表の規定は、

施行日以後のセンターの施設等の使用に係る利用料金について適用し、

同日前のセンターの施設等の使用に係る利用料金については、なお従

前の例による。  

１５  施行日以後のセンターの施設等の使用に係る納入の通知のうち、

公布日から施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行

われたものとみなし、当該納入の通知に係る利用料金は、改正後の条

例に規定する利用料金とするものとする。この場合において、当該納

入の通知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われた

ときは、当該納入は、施行日からセンターの施設等の使用の日前まで

の間に行われたものとみなす。  

（流山市下水道条例の一部改正に係る経過措置）  

１６  この条例による改正後の流山市下水道条例別表第２の規定は、施

行日以後の汚水の排除に係る汚水排除量の認定（令和元年１２月１日

以後のものに限る。以下同じ。）に係る使用料について適用し、当該

認定の直前の認定までにおける汚水排除量の認定に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。  



（流山市行政財産使用料条例の一部改正に係る経過措置）  

１７  この条例による改正後の流山市行政財産使用料条例（次項におい

て「改正後の条例」という。）第２条第２項の規定は、施行日以後の

行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使

用に係る使用料については、なお従前の例による。  

１８  施行日以後の行政財産の使用に係る納入の通知のうち、公布日か

ら施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたも

のとみなし、当該納入の通知に係る使用料は、改正後の条例に規定す

る使用料とするものとする。この場合において、当該納入の通知によ

る納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当該

納入は、施行日から行政財産の使用の日前までの間に行われたものと

みなす。  

（流山市平日夜間・休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部改

正に係る経過措置）  

１９  この条例による改正後の流山市平日夜間・休日診療所の設置及び

管理に関する条例第６条第２項の規定は、施行日以後の平日夜間・休

日診療所の使用について適用し、同日前の平日夜間・休日診療所の使

用については、なお従前の例による。  

（流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に係る

経過措置）  

２０  この条例による改正後の流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関

する条例（次項及び第２２項において「改正後の条例」という。）別

表第１及び別表第２の規定（流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関

する規則（平成６年流山市規則第２０号）第１５条第４項の規定によ

り 粗 大ご み 処 理 手 数 料納 付 書 兼 領 収 書に よ っ て 徴 収 する 場 合 を 除

く。）は、施行日以後に市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分又

は市が行う産業廃棄物の処理（以下この項及び次項において「市の処

分等」という。）に係る手数料又は処理費用について適用し、同日前

の市の処分等に係る手数料又は処理費用については、なお従前の例に

よる。  

２１  施行日以後の市の処分等に係る納入の通知のうち、公布日から施

行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたものと

みなし、当該納入の通知に係る手数料又は処理費用は、改正後の条例



に規定する手数料又は処理費用とするものとする。この場合において、

当該納入の通知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行

われたときは、当該納入は、施行日から市の処分等の行われる日前ま

での間に行われたものとみなす。  

２２  改正後の条例別表第１の規定（流山市廃棄物の減量及び適正処理

等に関する規則第１５条第４項の規定により粗大ごみ処理手数料納付

書兼領収書によって徴収する場合に限る。）は、施行日以後の粗大ご

み処理手数料納付書兼領収書による徴収について適用し、同日前の粗

大ごみ処理手数料納付書兼領収書による徴収については、なお従前の

例による。  

（一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正に係る経過

措置）  

２３  この条例による改正後の一茶双樹記念館の設置及び管理に関する

条例（次項及び第２５項において「改正後の条例」という。）別表第

１の規定は、施行日以後の観覧に係る観覧料について適用し、同日前

の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。  

２４  改正後の条例別表第２の規定は、施行日以後の一茶庵等の使用に

係る利用料について適用し、同日前の一茶庵等の使用に係る利用料に

ついては、なお従前の例による。  

２５  施行日以後の一茶庵等の使用に係る納入の通知のうち、公布日か

ら施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたも

のとみなし、当該納入の通知に係る利用料は、改正後の条例に規定す

る利用料とするものとする。この場合において、当該納入の通知によ

る納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当該

納入は、施行日から一茶庵等の使用の日前までの間に行われたものと

みなす。  

（流山市柔道場の設置及び管理に関する条例の一部改正に係る経過措

置）  

２６  この条例による改正後の流山市柔道場の設置及び管理に関する条

例（次項において「改正後の条例」という。）別表の規定は、施行日

以後の柔道場の使用に係る利用料について適用し、同日前の柔道場の

使用に係る利用料については、なお従前の例による。  

２７  施行日以後の柔道場の使用に係る納入の通知のうち、公布日から



施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたもの

とみなし、当該納入の通知に係る利用料は、改正後の条例に規定する

利用料とするものとする。この場合において、当該納入の通知による

納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当該納

入は、施行日から柔道場の使用の日前までの間に行われたものとみな

す。  

（流山市水道事業給水条例の一部改正に係る経過措置）  

２８  この条例による改正後の流山市水道事業給水条例（次項において

「改正後の条例」という。）第２５条の３第２項及び別表第１の規定

は、令和元年１２月以後の定例日におけるメーターの点検に係る使用

水量に係る料金について適用し、同月前の定例日におけるメーターの

点検に係る使用水量に係る料金については、なお従前の例による。  

２９  改正後の条例別表第３の規定は、施行日以後に申込みのあった給

水装置の新設又は改造に係る納付金について適用し、同日前に申込み

のあった給水装置の新設又は改造に係る納付金については、なお従前

の例による。  

（流山市手数料条例の一部改正に係る経過措置）  

３０  この条例による改正後の流山市手数料条例別表第１５の規定は、

施行日以後の許可申請に対する審査手数料について適用し、同日前の

許可申請に対する審査手数料については、なお従前の例による。  

（流山市占用料条例の一部改正に係る経過措置）  

３１  この条例による改正後の流山市占用料条例（次項において「改正

後の条例」という。）第３条第２項の規定は、施行日以後の占用に係

る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、な

お従前の例による。  

３２  施行日以後の占用に係る納入の通知のうち、公布日から施行日の

前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたものとみなし、

当該納入の通知に係る占用料は、改正後の条例に規定する占用料とす

るものとする。この場合において、当該納入の通知による納入が、公

布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当該納入は、施行

日から占用の日前までの間に行われたものとみなす。  

（流山市社会教育ギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部改正

に係る経過措置）  



３３  この条例による改正後の流山市社会教育ギャラリーの設置及び管

理に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）別表の規

定は、施行日以後のギャラリーの使用に係る利用料金について適用し、

同日前のギャラリーの使用に係る利用料金については、なお従前の例

による。  

３４  施行日以後のギャラリーの使用に係る納入の通知のうち、公布日

から施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われた

ものとみなし、当該納入の通知に係る利用料金は、改正後の条例に規

定する利用料金とするものとする。この場合において、当該納入の通

知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、

当該納入は、施行日からギャラリーの使用の日前までの間に行われた

ものとみなす。  

（流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置及び管理に関する条例の

一部改正に係る経過措置）  

３５  この条例による改正後の流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設

置及び管理に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）

別表の規定は、施行日以後の研修室等及び附属設備の使用に係る使用

料について適用し、同日前の研修室等及び附属設備の使用に係る使用

料については、なお従前の例による。  

３６  施行日以後の研修室等及び附属設備の使用に係る納入の通知のう

ち、公布日から施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後

に行われたものとみなし、当該納入の通知に係る使用料は、改正後の

条例に規定する使用料とするものとする。この場合において、当該納

入の通知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われた

ときは、当該納入は、施行日から研修室等及び附属設備の使用の日前

までの間に行われたものとみなす。  

（流山市勤労者総合福祉センター並びに勤労者体育施設の設置及び管

理に関する条例の一部改正に係る経過措置）  

３７  この条例による改正後の流山市勤労者総合福祉センター並びに勤

労者体育施設の設置及び管理に関する条例（次項において「改正後の

条例」という。）別表の規定は、施行日以後のセンター等の使用に係

る利用料金について適用し、同日前のセンター等の使用に係る利用料

金については、なお従前の例による。  



３８  施行日以後のセンター等の使用に係る納入の通知のうち、公布日

から施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われた

ものとみなし、当該納入の通知に係る利用料金は、改正後の条例に規

定する利用料金とするものとする。この場合において、当該納入の通

知による納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、

当該納入は、施行日からセンター等の使用の日前までの間に行われた

ものとみなす。  

（流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に

係る経過措置）  

３９  この条例による改正後の流山市生涯学習センターの設置及び管理

に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）別表の規定

は、施行日以後の施設等の使用に係る利用料金について適用し、同日

前の施設等の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。  

４０  施行日以後の施設等の使用に係る納入の通知のうち、公布日から

施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたもの

とみなし、当該納入の通知に係る利用料金は、改正後の条例に規定す

る利用料金とするものとする。この場合において、当該納入の通知に

よる納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当

該納入は、施行日から施設等の使用の日前までの間に行われたものと

みなす。  

（流山市自転車駐車場条例の一部改正に係る経過措置）  

４１  この条例による改正後の流山市自転車駐車場条例（次項において

「改正後の条例」という。）別表第１及び別表第２の規定は、施行日

以後の駐車場の使用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日

前の駐車場の使用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の

例による。  

４２  施行日以後の施設等の使用に係る納入の通知のうち、公布日から

施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたもの

とみなし、当該納入の通知に係る使用料又は利用料金は、改正後の条

例に規定する使用料又は利用料金とするものとする。この場合におい

て、当該納入の通知による納入が、公布日から施行日の前日までの間

に行われたときは、当該納入は、施行日から駐車場の使用の日前まで

の間に行われたものとみなす。  



（流山市おおたかの森センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正に係る経過措置）  

４３  この条例による改正後の流山市おおたかの森センターの設置及び

管理に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）別表の

規定は、施行日以後の施設等の使用に係る利用料金について適用し、

同日前の施設等の使用に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。  

４４  施行日以後の施設等の使用に係る納入の通知のうち、公布日から

施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたもの

とみなし、当該納入の通知に係る利用料金は、改正後の条例に規定す

る利用料金とするものとする。この場合において、当該納入の通知に

よる納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当

該納入は、施行日から施設等の使用の日前までの間に行われたものと

みなす。  

（流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正

に係る経過措置）  

４５  この条例による改正後の流山市おおたかの森ホールの設置及び管

理に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）第１９条

第４項及び別表の規定は、施行日以後の施設等の使用に係る利用料金

について適用し、同日前の施設等の使用に係る利用料金については、

なお従前の例による。  

４６  施行日以後の施設等の使用に係る納入の通知のうち、公布日から

施行日の前日までの間に行われたものは、施行日以後に行われたもの

とみなし、当該納入の通知に係る利用料金は、改正後の条例に規定す

る利用料金とするものとする。この場合において、当該納入の通知に

よる納入が、公布日から施行日の前日までの間に行われたときは、当

該納入は、施行日から施設等の使用の日前までの間に行われたものと

みなす。  

 



議案第  ３７  号  
 
 
   千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に

関する協議について  
 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千

葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を別紙のとおり制定

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６ 条第１

項の規定により、関係地方公共団体と協議をするに当たり、同法第２９０

条の規定により議会の議決を求める。  
  令和元年６月２０日提出  
                 流山市長   井  崎  義  治  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由  令和元年８月３１日をもって香取市東庄町病院組合が解散さ

れることに伴い、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を

改正する規約の制定に関する協議をするためである。  



   千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約  
 千葉県市町村総合事務組合規約（昭和３０年千葉県告示第４９６号）

の一部を次のように改正する。  
 別表第１中「長門川水道企業団 香取市東庄町病院組合 国保国吉病

院組合」を「長門川水道企業団  国保国吉病院組合」に改める。  
 別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務及び第３条第１項第３号に

掲げる事務の項中「長門川水道企業団  香取市東庄町病院組合  国保国

吉病院組合」を「長門川水道企業団  国保国吉病院組合」に、第３条第

１項第１１号に掲げる事務の項中「鋸南町  香取市東庄町病院組合  国

保国吉病院組合」を「鋸南町  国保国吉病院組合」に改める。  
   附  則  
 この規約は、令和元年９月１日から施行する。  



議案第  ３８  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

令和元年６月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  流山市立八木北小学校校舎増築工事（建築工事・

電気設備工事）  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  １，０２４，４８８，０００円  
           ただし、この契約に定めるところにより消費税

及び地方消費税の税率の変動による増減額を増額

し、又は減額する。  

４  契 約 の 相 手 方  千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３  
          新日本建設株式会社  
          代表取締役 髙見  克司  



参考資料  

 

流山市立八木北小学校校舎増築工事（建築工事・電気設備工事）概要  

 

１  工事場所  流山市美田２０８番地  

 

２  概   要  

（１）工 事 概 要 流山市立八木北小学校校舎増築工事に係る建築工

事及び電気設備工事  

（２）構 造 ・ 規 模  

ア  増築棟  

鉄筋コンクリート造  地上４階建て  

延床面積  ３，６０２．３９平方メートル  

イ  渡り廊下（増築棟－校舎⑫）  

鉄骨造  地上３階建て  

延床面積  １９６．８９平方メートル  

ウ  渡り廊下（増築棟－校舎⑳）  

鉄骨造  地上３階建て  

延床面積  ２９．９６平方メートル  

（３）敷 地 面 積 １４，６８７．１１平方メートル  

 

３  工   期  議会の議決の日の翌日から令和２年８月１５日まで  

 

４  設   計  千葉県船橋市本町五丁目１５番９号３０２  

       株式会社豊建築事務所  千葉営業所  

 

５  施   工  千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３  

       新日本建設株式会社  

           

６  工 事 費 １，０２４，４８８，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

 



会 社 名

自 己 資 本 額

営 業 種 目

代 表 者

区　　　分 官　公　庁 民　　　間 合　　　計

平成29年3月期 941,545 39,228,252 40,169,797

平成30年3月期 1,598,627 38,677,917 40,276,544

（単位：千円） 平　　　均 1,270,086 38,953,085 40,223,171

　工 事 名

  発 注 者 流山市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社

過去の主な工事経歴   工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者 浦安市

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

1,776,700,800円

千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３

平成21年3月27日～平成22年3月31日

浦安中学校大規模改修・増築棟建築工事

1,240,785,847円

平成29年7月1日～平成30年9月28日

過去２か年の年間平
均完成工事高

第2庁舎建替工事

603,687,000円

平成21年3月25日～平成22年3月30日

（仮称）西八千代北部地区新設小学校建築その他工事

建築工事業、土木工事業、管工事業、とび・土工工事業、水道施設工事業、舗装工事業

代表取締役　　髙見　克司

平成29年10月20日
国土交通大臣許可（特－29)第7074号

建築工事業、土木工事業、管工事業、とび・土工
工事業、水道施設工事業、舗装工事業

業    者    経    歴    表

新日本建設株式会社

51,619,892千円　(資本金額3,665,390千円）

所 在 地 本　　　社

許　可　年　月　日
及　 び　 番　　号



案内図

流山市立八木北小学校校舎増築工事 ( 建築工事・電気設備工事 )

申請敷地：流山市美田 2 0 8

N
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流山市立八木北小学校校舎増築工事(建築工事・電気設備工事)
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議案第  ３９  号  

 

 

   流山市森林環境基金条例の制定について  

 流山市森林環境基金条例を別紙のとおり制定する。  

  令和元年６月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  市が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に  

充てるための資金を積み立てるためである。  



流山市森林環境基金条例  

（設置）  

第１条  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律

第３号）第３４条第１項に規定する施策に要する経費の財源に充てる

ため、流山市森林環境基金（以下「基金」という。）を設置する。  

 （積立て）  

第２条  基金として積み立てる額は、次の各号に定める額とする。  

（１）市の積立金額  

（２）基金の運用から生ずる収益  

（管理）  

第３条  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有

利な方法により保管しなければならない。  

２  基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に

代えることができる。  

（運用益金の処理）  

第４条  基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって

発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り

入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する

経費の財源に充てるものとする。  

 （繰替運用）  

第５条  市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方

法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて

運用することができる。  

（処分）  

第６条  基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる

場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、処分する

ことができる。  

（委任）  

第７条  この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ４０  号  
 
 
   流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  
  令和元年６月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由  住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する

基準を定める省令の一部を改正する省令（平成３１年総務省令

第１１号）の施行に伴い、流山市火災予防条例（昭和３７年流

山市条例第１２号）に規定する住宅用防災警報器等の設置の免

除に係る要件を加えるほか、所要の改正を行うためである。  

  



流山市火災予防条例の一部を改正する条例  

 流山市火災予防条例（昭和３７年流山市条例第１２号）の一部を次の  

ように改正する。  

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に  

改め、同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  

（６）第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特  

定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要と  

される防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令  

（平成２０年総務省令第１５６号）第３条第２項及び第３項に定め  

る技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した  

とき。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ４１  号  
 
 
   市道路線の認定について  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  
  令和元年６月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

おおたかの森西一丁目２番１

同                所１３番５

大畔字西割２４５番１

大畔字向山５４７番１

東深井字一ノ台４８３番５３

同    　　  所同    番２３

東深井字甲１４４番６

同　　　所同　　番１

大畔字向山５３５番５

大畔字東割３２２番

大畔字南割１８５番２

大畔字中ノ割３２８番

大畔字北割５９２番

同　　　所５９７番

大畔字東割５６７番

同　　　所５５８番

大畔字西割２５３番

大畔字南割３６０番１

大畔字中ノ割２９６番

同　　　　所３０１番

おおたかの森西四丁目２５番６

同　　　　　　　　所２１番１

おおたかの森西四丁目２０番４

同　　　　　　　　所２１番８

おおたかの森西四丁目２１番１０

同　　　　　　　　所２５番５

西初石５丁目３２番２７

同　  　　所同　番２１

おおたかの森西三丁目４番７

同　　　　　　　　所６番４

おおたかの森西四丁目１９番１

同　　　　　　　　所１４番１９

おおたかの森西一丁目２番１

同　　　　　　　　所同番１

おおたかの森北三丁目２８番５

同　　　   　　 　所２７番１

９

１３

１０

１１

１２

１４

１６

１７

１８

１５

３７１００

西初石６丁目４号自転車歩行者専用道路

十太夫区画１００号線

２９５０４

西初石５丁目５号自転車歩行者専用道路

２４０２１

２４０２２

２４０２３

２８０５５

２４０２４

２８０５２

２８０５３

２８０５６

西初石５丁目区画５５号線

重要な
経過地

大畔区画２４号線

西初石５丁目区画５２号線

西初石５丁目区画５３号線

西初石５丁目区画５６号線

西初石５丁目６号自転車歩行者専用道路

２８５０５

２８５０６

大畔区画２１号線

大畔区画２２号線

大畔区画２３号線

整理
番号

路線番号 路線名

３０７

３０８

０３２７３

０３２７４

２４０１９

２４０２０

１

２

３

４

５

６

西口駅前線・西口駅前広場１号補助幹線

大畔１号補助幹線

東深井区画２７３号線

東深井区画２７４号線

大畔区画１９号線

大畔区画２０号線

７

８



起　点

終　点

おおたかの森北三丁目２７番１

同　　　   　　 　所２８番５

おおたかの森北三丁目２１番４

同　　　   　　 　所１７番８

おおたかの森北三丁目１７番７

同　　　   　　 　所１６番１

三輪野山字諸下７４３番４

おおたかの森西三丁目８番３

おおたかの森南二丁目１８番１

同　　　   　　 　所１７番８

おおたかの森南二丁目２２番１

同　　　   　　 　所１９番５

おおたかの森南二丁目２３番１

同　　　   　　 　所２２番５

おおたかの森南二丁目２５番１

同　　　   　　 　所１２番２

おおたかの森南二丁目２６番１

同　　　   　　 　所２５番５

おおたかの森南二丁目２６番３

同　　　   　　 　所２７番１

おおたかの森南二丁目２４番７

同　　　   　　 　所２５番６

おおたかの森南二丁目２９番１９

同　　　   　　 　所３５番１

おおたかの森南二丁目３７番１１

同　　　   　　 　所３６番８

おおたかの森南二丁目３８番８

同　　　   　　 　所３７番１

おおたかの森南二丁目３９番４

同　　　   　　 　所３８番１０

おおたかの森西一丁目１３番６

同　　　　　　　　所同　番１

おおたかの森西一丁目１０番１

同　　　　　　　　所同　番７

２２

２９

３０

整理
番号

３５

１９

２０

２１

２３

２４

２５

２６

２７

２８

３１

重要な
経過地

３７１０１

３７１０２

３７１０３

４０１１８

三輪野山区画１１９号線

市野谷区画１１８号線

市野谷区画１２０号線

市野谷区画１２１号線

市野谷区画１２２号線

市野谷区画１２３号線

市野谷区画１２４号線

市野谷区画１２７号線

市野谷区画１２８号線

４０１１９

十太夫区画１０３号線

市野谷区画１１９号線

４０１２０

４０１２１

４０１２２

４０１２３

４０１２４

４０１２７

４０１２８

３９１１９

十太夫区画１０２号線

路線名

十太夫区画１０１号線

路線番号

４０５１２

４０５１３

市野谷１２号自転車歩行者専用道路

市野谷１３号自転車歩行者専用道路

３２

３３

３４

４０１３０

４０１２９ 市野谷区画１２９号線

市野谷区画１３０号線













議案第  ４２  号  
 
 
   市道路線の廃止について  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、

別紙市道路線を廃止するものとする。  
  令和元年６月２０日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

大畔字西割２４５番６

大畔字南割３６０番１

大畔字中ノ割３０１番

大畔字北割５９５番

大畔字北割５６８番

同　　　所５６９番

大畔字中ノ割３２２番

同　　　　所３０７番

大畔字向山５３０番２

三輪野山字諸下７２９番１

大畔字向山５３５番１

同　　　所５３１番３

大畔字向山５３５番２

同　　　所５４１番

西初石５丁目４４番８

市野谷字後山６２３番１

西初石５丁目６５番３

同　　　　所９７番

西初石６丁目８３５番９

市野谷字入台６６７番１

東初石５丁目１３４番３４

同　　　　所同　　番２７

東初石５丁目１３４番１８

同　　　　所同　　番１７

三輪野山字諸下７４３番４

大畔字向山５３０番４

市野谷字牛飼沢６７０番８

同　　　　　所６８０番１

市野谷字入台６５７番

市野谷字牛飼沢６７０番６

市野谷字入台６６７番４

同　　　　所同　　番７

市野谷字入台６６６番１

同　　　　所６６７番９

市野谷字牛飼７１０番

同　　　　所７７０番２

市野谷字牛飼７７１番１

市野谷字向山４８９番２

市野谷字立野７７３番１

同　　　　所７８７番７

２ ２４００３ 大畔区画３号線

重要な
経過地

１ ２４００１ 大畔区画１号線

整理
番号

路線番号 路　線　名

４ ２４００９ 大畔区画９号線

３ ２４００８ 大畔区画８号線

６ ２４０１４ 大畔区画１４号線

５ ２４０１１ 大畔区画１１号線

８ ２８００３ 西初石５丁目区画３号線

７ ２４０１８ 大畔区画１８号線

１０ ２９００１ 西初石６丁目区画１号線

９ ２８００５ 西初石５丁目区画５号線

１２ ３３００４ 東初石５丁目区画４号線

１１ ３３００３ 東初石５丁目区画３号線

１４ ４０００３ 市野谷区画３号線

１３ ３９００１ 三輪野山区画１号線

１６ ４０００５ 市野谷区画５号線

１５ ４０００４ 市野谷区画４号線

１８ ４００１１ 市野谷区画１１号線

１７ ４０００６ 市野谷区画６号線

２０ ４００１４ 市野谷区画１４号線

１９ ４００１２ 市野谷区画１２号線



市野谷字立野７８６番３

同　　　　所７８２番１

市野谷字向山４８６番２３

同　　　　所同　　番１３

市野谷字向山４６５番

同　　　　所５０４番１

２２ ４００１８ 市野谷区画１８号線

２１ ４００１６ 市野谷区画１６号線

２３ ４００１９ 市野谷区画１９号線















報告第  ４  号  
 
 
   継続費繰越計算書について  
 平成３０年度流山市一般会計継続費繰越計算書について、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、別

紙のとおり報告する。  
  令和元年６月２０日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 総務費 1 総務管理費 TX沿線整備地区の字の

区域の名称変更事業

66,637,000 35,051,000 35,051,000 35,050,320 680 680 680

8 土木費 3 河川費 三輪野山地区総合治水
対策事業

106,000,000 94,000,000 94,000,000 34,560,000 59,440,000 59,440,000 7,540,000 23,000,000 28,900,000

4 都市計画費 都市計画マスタープラ
ン進行管理事業

9,000,000 2,938,000 2,938,000 2,862,000 76,000 76,000 76,000

10 教育費 2 小学校費 八木北小学校校舎等建
設事業（八木北小学校
校舎増築工事・工事監
理業務委託）

1,736,662,000 168,586,000 168,586,000 11,400,000 157,186,000 157,186,000 39,386,000 117,800,000

新設小学校建設事業
（設計等業務委託）

283,788,000 152,496,000 44,600,000 197,096,000 114,946,000 82,150,000 82,150,000 51,550,000 30,600,000

新設小学校建設事業
（新設小学校建設に伴
う造成工事）

300,000,000 128,790,000 128,790,000 63,072,000 65,718,000 65,718,000 6,618,000 59,100,000

3 中学校費 新設中学校建設事業（新
設中学校建設設計業務委
託）

263,566,000 29,237,000 29,237,000 8,000,000 21,237,000 21,237,000 11,937,000 9,300,000

2,765,653,000 611,098,000 44,600,000 655,698,000 269,890,320 385,807,680 385,807,680 117,107,680 23,000,000 245,700,000合　　　計

予 算 計 上 額 繰 越 金

特 定 財 源

計
残 額

左 の 財 源 内 訳

平成３０年度流山市一般会計継続費繰越計算書

款 項

平 成 ３ ０ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

翌 年 度 逓
次 繰 越 額

支出済額及び支
出 見 込 額

継 続 費
の 総 額

事 業 名 前 年 度 逓 次
繰 越 額

市債

国庫支出金 市債

市債

市債

市債



報告第 ５  号  

 

 

   繰越明許費繰越計算書について  

 平成３０年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

別紙のとおり報告する。  

  令和元年６月２０日報告  

流山市長  井  崎  義  治    



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

1 総務管
理費 全庁LAN整備事業 20,076,000 20,075,880 2,666,000 17,409,880

3 戸籍住
民基本
台帳費

TX沿線整備住民記録及び戸籍簿等変更事業
（西平井・鰭ケ崎地区）

8,027,000 8,025,979 8,025,979

TX沿線整備住民記録及び戸籍簿等変更事業
（新市街地地区）

1,832,000 1,831,800 1,831,800

3 民生費
1 社会福

祉費 福祉会館整備事業 148,277,000 102,902,000 73,400,000 29,502,000

2 児童福
祉費 私立保育所整備補助事業 239,026,000 239,026,000 84,392,000 126,589,000 28,045,000

学童クラブ施設整備事業 128,712,000 110,000,000 45,600,000 64,400,000

4 衛生費
1 保健衛

生費 予防接種事業 76,165,000 75,517,000 37,758,000 37,759,000

2 清掃費
ごみ焼却施設整備事業 30,882,000 27,540,000 27,540,000

7 商工費
1 商工費

プレミアム付商品券事業 10,811,000 10,811,000 10,811,000

8 土木費
2 道路橋

りょう
費

道路維持補修事業 21,000,000 18,610,000 18,610,000

市道前ケ崎・向小金1号道路拡幅事業 6,873,000 5,870,811 5,870,811

翌 年 度
繰 越 額

金 額 既 収 入
特 定 財 源

平成３０年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳

総務費2

未 収 入 特 定 財 源
款 項 事 業 名

市債

国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

市債

国庫支出金



国 県 支 出 金 そ の 他

翌 年 度
繰 越 額

金 額 既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
款 項 事 業 名

8 土木費 2 道路橋
りょう
費

新設小学校建設関連道路整備事業 34,756,000 11,778,996 4,175,000 6,600,000 1,003,996

区画道路改良事業 35,866,000 20,688,352 18,600,000 2,088,352

名都借跨線橋道路拡幅改良事業 5,510,000 5,510,000 5,510,000

橋りょう補修事業 64,000,000 43,866,000 18,771,500 13,800,000 11,294,500

3 河川費
三輪野山地区総合治水対策事業 12,201,000 11,710,400 8,700,000 3,010,400

4 都市計
画費 運河駅周辺整備事業 9,656,000 9,656,000 9,656,000

都市広場等管理事業 10,541,000 10,541,000 5,300,000 4,700,000 541,000

運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理
単独費負担事業

5,483,000 5,483,000 4,100,000 1,383,000

木地区一体型特定土地区画整理単独費負担
事業

30,727,000 30,727,000 7,600,000 23,127,000

都市計画道路3・5・23号江戸川台駒木線道
路改良事業

68,933,000 68,912,680 12,354,000 40,900,000 15,658,680

西平井・鰭ケ崎地区公園施設新設事業 34,063,000 31,063,000 16,115,000 12,600,000 2,348,000

木地区公園施設新設事業 18,318,000 18,318,000 4,860,000 9,900,000 3,558,000

国庫支出金

市債

国庫支出金

市債

市債

市債

市債

市債

国庫支出金

市債

市債

国庫支出金

市債

国庫支出金

国庫支出金 市債



国 県 支 出 金 そ の 他

翌 年 度
繰 越 額

金 額 既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
款 項 事 業 名

9 消防費 1 消防費
消防団機械器具置場建設事業 17,857,000 17,857,000 2,310,000 8,600,000 6,947,000

消防指令業務共同運用事業 7,518,000 7,518,000 7,518,000

中央消防署移転事業 4,701,000 4,700,280 4,700,280

はしご付消防ポンプ自動車整備事業 32,499,000 32,499,000 32,499,000

防災備蓄倉庫設置事業 8,784,000 8,784,000 3,000,000 2,700,000 3,084,000

10 教育費
2 小学校

費 小学校校舎等改修事業 8,365,000 8,308,000 8,308,000

小学校公共下水道接続事業 10,362,000 10,362,000 10,362,000

学校用地（小学校）取得事業 210,992,000 210,991,602 189,700,000 21,291,602

3 中学校
費 中学校校舎等改修事業 3,294,000 3,294,000 3,294,000

学校用地（中学校）取得事業 85,069,000 68,085,104 61,200,000 6,885,104

5 社会教
育費 文化会館施設整備事業 22,762,000 21,834,800 16,000,000 5,834,800

1,433,938,000 1,282,698,684 84,392,000 244,709,500 524,700,000 428,897,184合　　　　　　計

国庫支出金

市債

市債

市債

市債
県支出金

市債



報告第 ６  号  

 

 

   事故繰越し繰越計算書について  

 平成３０年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書について、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定におい

て準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  令和元年６月２０日報告  

流山市長  井  崎  義  治    



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

4 民生費 2 清掃費 リサイクル館包括管理運営事業 8,564,400 8,564,400 8,564,400 8,564,400

部品調達に時間を要したた
め、年度内の事業完了が困難と
なったことから、事故繰越しす
るもの

8 土木費
2 道路橋

りょう
費

市道前ケ崎・向小金１号道路拡幅
事業

14,030,910 561,600 13,469,310 13,469,310 13,469,310

急きょ地権者が海外勤務とな
り、登記手続に不測の日数を要
したため、年度内の事業完了が
困難となったことから、事故繰
越しするもの

4 都市計
画費

既成市街地地区公園施設新設事業 22,528,800 18,025,200 4,503,600 4,503,600 4,503,600

　美原１号公園トイレ設置工事
においては、当初予定していた
建物の構造を見直す必要が出て
しまい年度内完成が困難となっ
たことから、事故繰越しするも
の

遊具施設等安全対策事業 60,479,244 54,820,044 5,659,200 5,659,200 5,659,200

公園遊具施設等安全対策工事
(江戸川台７号公園園路再整備)
においては、工事契約後に舗装
材に関する自治会からの要望が
あり、自治会との協議に不測の
時間を要してしまい年度内完成
が困難となったことから、事故
繰越しするもの

105,603,354 73,406,844 32,196,510 32,196,510 32,196,510

翌 年 度
繰 越 額

合　　　　　　計

項款
支 出 済 額 支出未済額

左 の 財 源 内 訳左 の 内 訳

支 出 負 担
行 為 額

事 業 名 未 収 入 特 定 財 源

平成３０年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書

既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源
説 明

支出負担行
為予定額



報告第  ７  号  
 
 
   繰越明許費繰越計算書について  
 平成３０年度流山市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第

２項の規定により、別紙のとおり報告する。  
  令和元年６月２０日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

2 1 土地区画整理事業
（換地処分業務委託等）

58,256,000 40,350,000 35,350,000 5,000,000

土地区画整理事業
（家屋移転補償等）

3,244,000 2,000,000 2,000,000

2 土地区画整理事業
（測量等業務委託等）

83,748,000 27,460,000 27,460,000

土地区画整理事業
（盛土造成工事等）

205,462,000 138,306,560 96,306,560 42,000,000

350,710,000 208,116,560 161,116,560 47,000,000

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

一 般 財 源
既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

西平井・鰭
ケ崎地区土
地区画整理
事業費

鰭ケ崎・思
井地区土地
区画整理事
業費

土地区
画整理
事業費

合　　　計

平成３０年度流山市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

国庫支出金

国庫支出金



報告第 ８  号  

 

 

   事故繰越し繰越計算書について  

 平成３０年度流山市土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書

について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第

３項の規定において準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙

のとおり報告する。  

  令和元年６月２０日報告  

流山市長  井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

2 土地区
画整理
事業費

1 西平井・鰭
ケ崎地区土
地区画整理
事業費

土地区画整理事業
（道路築造工事）

20,541,278 17,787,278 2,754,000 2,754,000 2,754,000
　地権者との合意形成に時間を要し
たため、年度内完了が困難となった
ことから、事故繰越しするもの

土地区画整理事業
（施行者負担金）

29,700,000 29,700,000 29,700,000 29,700,000

　施行者（千葉県）の工事が遅延し
たことにより年度内完了が困難と
なったことから、事故繰越しするも
の

2 土地区
画整理
事業費

鰭ケ崎・思
井地区土地
区画整理事
業費

土地区画整理事業
（道路築造工事）

227,313,000 198,793,000 28,520,000 28,520,000 28,520,000

　関係地権者との協議に不測の日数
を要したため、年度内完了が困難と
なったことから、事故繰越しするも
の

土地区画整理事業
（施行者負担金）

15,615,248 13,476,000 2,139,248 2,139,248 2,139,248

　工事が遅れたことにより、ガス管
の敷設が一部できず、年度内完了が
困難となったことから、事故繰越し
するもの

土地区画整理事業
（家屋移転補償
等） 19,848,000 18,239,900 1,608,100 1,608,100 1,608,100

　工事が遅れたことにより、工作物
の除去等が完了できず、年度内完了
が困難となったことから、事故繰越
しするもの

313,017,526 248,296,178 64,721,348 64,721,348 64,721,348合　　　計

説 明
一 般 財 源

支出負担
行為予定
額

2

平成３０年度流山市土地区画整理事業特別会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事 業 名
支 出 負 担
行 為 額 既 収 入

特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源

左 の 内 訳

翌 年 度
繰 越 額支出未済額支 出 済 額

左 の 財 源 内 訳

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金

一般会計繰入金



報告第  ９  号  
 
 
   繰越計算書について  
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、平成３０年度流山市水道事業会計の繰越額の使用に関する計画

について上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告

する。  
  令和元年６月２０日報告  

流山市長   井  崎  義  治  
 



１　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

西平井配水管改良工事
（H30-1工区）

65,016,000

3,888,000

25,002,000

65,016,000

62,640,000

47,088,000

3,888,000

美原４丁目配水管改良工事 40,824,000

西初石６丁目配水管改良工
事

44,496,000

西深井配水管改良工事

向小金２丁目配水管改良工
事（その２）

3,888,000
　市発注の道路整備工事箇所の配水管改良を行うものであり、その
工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

西初石５丁目配水管改良工
事（H30-1工区）

86,832,000 86,832,000

　委託箇所は既設埋設管が集中し支障となるため、移設等の検討及
び関係機関との近接施工協議に時間を要したことから、年度内完了
が困難となったため

86,832,000

65,016,000

配水管改良工事施行委託 26,739,000

北部地域主要配水管改良
工事（H30-1工区）

62,882,000

１ 1
江戸川台主要配水管改良
工事実施設計委託

6,858,000
資本的支
出

建設改良費

平成３０年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名 予算計上額

翌年度繰越
額に係る繰

越を要するた
な卸資産の
購入限度額

説　　　　　　　　明
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

円

6,858,000 6,858,000

西平井配水管改良工事
（H30-2工区）

41,040,000

南流山７丁目配水管改良工
事

54,432,000

47,088,000 47,088,000

江戸川台東２丁目ほか舗装
本復旧工事

4,485,000

31,536,000 31,536,000
向小金２丁目配水管改良工
事（その１）

31,536,000

　先行工事である北部地域主要配水管改良工事（H30-1工区）が遅
延しており、発注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困
難となったため

　同一路線で下水道工事と競合し、同時施工が困難であり、先行す
る下水道工事の完了後の施工となり、工事着手までに不測の日数を
要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

　市発注の下水道工事に合わせて配水管改良を行うものであり、そ
の工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったた
め

　不明埋設物の対応や、仮配管系統の変更、住民要望による本復
旧面積の増加により工程に遅延が生じていることから、本工事の年
度内完了が困難となったため

左　の　財　源　内　訳

不用額損益勘定
留保資金

企 業 債 工事負担金

円 円 円 円 円 円

26,739,000 26,739,000
　鉄道横断部の推進工を鉄道事業者に施行委託するものであるが、
鉄道事業者の都合により委託契約に不測の日数を要したことから、
本委託の年度内完了が困難となったため

62,882,000 62,882,000
　工事範囲の一部である鉄道横断部の推進工を鉄道事業者に施行
委託する工事であるが、鉄道事業者との委託契約に不測の日数を
要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

　既設埋設管が集中しており、試掘調査により確認を行なったとこ
ろ、配管計画の再検討が必要となったことから、本工事の年度内完
了が困難となったため

41,040,000 41,040,000
　先行工事である西平井配水管改良工事（H30-1工区）が遅延して
おり、隣接工事であり交通規制が重複することにより発注ができな
かったことから、本工事の年度内完了が困難となったため

54,432,000 54,432,000
　当初予定されていた工事箇所に加え、追加の路線を工事に含める
こととなったことから、本工事の年度内完了が困難となったため

40,824,000 40,824,000
　下水道工事の遅延や配水本管追加の協議の遅延が原因による工
程調整に不測の日数を要していることから、本工事の年度内完了が
困難となったため

44,496,000 44,496,000

　同一路線で下水道工事と競合し、同時施工が困難であり、先行す
る下水道工事の完了後の施工となり、工事着手までに不測の日数を
要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

4,485,000 4,485,000

南流山７丁目舗装本復旧工
事

25,002,000 25,002,000
　先行工事である南流山７丁目配水管改良工事が遅延しており、発
注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困難となったため

越谷流山線バイパス道路整
備に伴う配水管移設工事
（H30-1工区）

81,730,000 81,730,000 19,090,000
　千葉県発注の道路整備工事箇所の配水管移設を行うものであり、
その工程に合わせたことから、本工事の年度内完了が困難となった
ため



２　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

１

平方ほか配水管拡張工事
実施設計委託

11,340,000

１ 資本的支
出

小屋舗装本復旧工事 6,253,200

　先行して発注した工事との迂回路確保に伴い、その工事の完了に
併せたこと及び千葉県管轄である一級河川今上落における占用協
議に時間を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

6,253,200 6,253,200

合　　　　　　　　　　　　計

南配水管拡張工事（H30-1
工区）

36,180,000

円 円 円 円 円 円

2 拡張事業費
11,340,000 11,340,000

　委託箇所は千葉県管轄である一級河川今上落及び用水路の横断
を必要とし、関係機関との構造協議に時間を要したことから、年度内
完了が困難となったため

36,180,000 36,180,000

3 つくばエクス
プレス沿線
整備事業費

木地区配水管拡張工事
（H30-1工区）

11,100,000 11,100,000
　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことか
ら、本工事の年度内完了が困難となったため

　先行して発注した配水管拡張工事が遅延したことから、本工事の
年度内完了が困難となったため

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことか
ら、本工事の年度内完了が困難となったため

木地区配水管拡張工事
（H30-2工区）

9,600,000 9,600,000

11,100,000

9,600,000

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことか
ら、本工事の年度内完了が困難となったため

新市街地地区配水管拡張
工事（H30-2工区）

47,445,480 47,445,480

運動公園周辺地区配水管
拡張工事（H30-2工区）

32,616,00032,616,000 32,616,000

47,445,480
　区画整理事業者である独立法人都市再生機構発注の造成工事が
遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

新市街地地区配水管拡張
工事（H30-4工区）

48,514,680 48,514,680 48,514,680
　区画整理事業者である独立法人都市再生機構発注の造成工事が
遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

825,897,360 825,897,360 613,981,200

円

翌年度
繰越額

左　の　財　源　内　訳

不用額

翌年度繰越
額に係る繰

越を要するた
な卸資産の
購入限度額

211,916,160

説　　　　　　　　明損益勘定
留保資金

企 業 債 国庫補助金 工事負担金
款 項 事 業 名 予算計上額

支払義務
発 生 額

円

資本的支
出

2 つくばエクス
プレス沿線
整備事業費

木地区配水管拡張工事（H29-
3工区）

39,528,000

円 円

39,528,000 39,528,000

円円 円 円 円

合　　　　　　　　　　　　計 39,528,000 39,528,000

　区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が
遅延したことから、本工事の年度内完了が困難と
なったため

39,528,000



報告第  １０  号  
 
 
   繰越計算書について  
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、平成３０年度流山市下水道事業会計の繰越額の使用に関する計

画について上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報

告する。  
  令和元年６月２０日報告  

流山市長   井  崎  義  治  
 



１　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅
延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

平成３０年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

木地区一体型特定土地区画整理
事業に伴う公共下水道事業に関
する業務委託（汚水）

45,800,300 45,800,300

23,500,000 23,500,000 37,099,880

5,400,000 40,400,300

2 つくばエクス
プレス沿線
整備事業費

運動公園周辺地区一体型特定土
地区画整理事業に伴う公共下水
道事業に関する業務委託（汚水）

84,099,880 84,099,880

5,903,550
地権者との調査日等の日程調整において、不測の時間
を要したことから、年度内の完了が困難となったため

　ガス管の一時切回し後の復元工事において、第9-4汚
水枝線工事(E0-941)が遅延したことから、年度内の完了
が困難となったため

向小金雨水幹線工事に伴う
物件補償

13,500,000 13,500,000 7,596,450

　ガス管の一時切回し後の復元工事において、大堀川1
号雨水幹線工事が遅延したことから、年度内の完了が困
難となったため

第9-4汚水枝線工事(E0-
941)に伴うガス管切廻し補
償

564,000 564,000 564,000

大堀川1号雨水幹線工事に
伴うガス管切廻し補償

6,696,000 6,696,000 5,051,463 1,644,537

2,427,539
　地権者との調査日等の日程調整において、不測の時間
を要したことから、年度内の完了が困難となったため

843,488
　既設水路との接続形状を急きょ変更する必要が生じた
ことから、他企業埋設管理者との協議に時間を要したた
め、年度内の完了が困難となったため

向小金雨水幹線工事に伴う
家屋事後調査、復旧積算及
び補償交渉業務委託

5,551,200 5,551,200 3,123,661

　向小金3丁目地区において、同じ路線を施工する工事
との工程調整に時間を要し、本工事の年度内の完了が困
難となったため

大堀川1号雨水幹線特殊人
孔修正設計業務委託

3,434,400 3,434,400 2,590,912

第7-4舗装復旧工事(ER0-
743)

13,802,000 13,802,000 3,202,000 5,000,000 5,600,000

42,800,000 51,808,000

　駒木地区（新市街地地区内）に設置するバイパス管整
備において、地中障害物と干渉したことから、工法等の見
直しを行った結果、本工事の年度内完了が困難となった
ため

　西初石6丁目地区において、図面とは異なる位置に占
用物件（ガス管等の埋設物）が多々あり、移設に時間を要
し、本工事の年度内完了が困難となったため

駒木第2汚水枝線工事(T0-
201)

94,608,000 94,608,000

向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用
物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、
本工事の年度内完了が困難となったため

第9-4汚水枝線工事(E0-
941)

85,860,000 85,860,000 8,240,000 42,900,000 34,720,000

第8汚水枝線工事(E0-801) 60,739,000 60,739,000 10,839,000 29,900,000 20,000,000

47,400,000 35,000,000
　向小金2丁目地区において、図面とは異なる位置に占
用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要
し、本工事の年度内完了が困難となったため

　向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占
用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要
し、本工事の年度内完了が困難となったため

第7-4汚水枝線工事(E0-
743)

95,040,000 95,040,000 12,640,000

翌年度繰越
額に係る繰

越を要するた
な卸資産の
購入限度額

説　　　　　　　　明損益勘定
留保資金

企 業 債 国庫補助金 工事負担金

左　の　財　源　内　訳

不用額款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

　前ケ崎地区において、図面とは異なる位置に占用物件
（ガス管等の埋設物）が多々あり、移設に時間を要し、本
工事の年度内完了が困難となったため

第7-4汚水枝線工事(E0-
741)

45,036,000 45,036,000 9,636,000 19,800,000 15,600,000

前ケ崎1号汚水幹線工事
(E0-711)

82,512,000 82,512,000 22,712,000 34,800,000 25,000,000

171,709,200 39,309,200 74,800,000 57,600,000

円 円

1 資本的支出 1 建設改良費
第3-1汚水枝線工事(E0-
311)

171,709,200

円 円 円 円 円 円

区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅
延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

運動公園周辺地区一体型特定土
地区画整理事業に伴う公共下水
道事業に関する業務委託（雨水）

29,104,720 29,104,720 3,000,000 3,000,000 23,104,720
区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅
延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため

合　　　　　　　　　　　　計 838,056,700 838,056,700 125,504,686 281,100,000

　美原3,4丁目地区において、図面とは異なる位置に占
用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要
し、本工事の年度内完了が困難となったため

268,220,000 163,232,014



２　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良の逓次繰越額

予算計上額
前年度
逓次

繰越額
計

損益勘定
留保資金

企業債 国庫補助金 工事負担金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ 資本的支出 １ 建設改良費
大堀川１号雨水幹線整
備事業

677,250,000 257,950,000 257,950,000 0 257,950,000 257,950,000 5,334,360 97,000,000 122,300,000 33,315,640

677,250,000 257,950,000 0 257,950,000 0 257,950,000 257,950,000 5,334,360 97,000,000 122,300,000 33,315,640 0

支払義
務発生

（見込）
額

残額
翌年度逓次繰

越額

翌年度逓次繰越額に係る財源内訳 翌年度逓次繰
越額に係る繰
越を要するた
な卸資産の購
入限度額

計

款 項 事業名
継続費
の総額

平成30年度継続費予算現額



報告第  １１  号  
 
 
   専決処分の報告について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  
令和元年６月２０日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報告理由  新市街地地区等の字の区域及び名称の変更に伴い、字の区域

及び名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いて専決処分したので、報告するためである。  



           専  決  処  分  書  
 
 字の区域及び名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分する。  
  令和元年５月１０日  
                 流山市長   井  崎  義  治  



   字の区域及び名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例  
 （流山市立小学校設置条例の一部改正）  
第１条  流山市立小学校設置条例（昭和３９年流山市条例第１５号）の

一部を次のように改正する。  
  第２条の表中「流山市十太夫９７番地の１」を「流山市おおたかの

森 東 二丁 目 ５ 番 地 の ３ 」に 、「 流 山 市 市 野谷 ６ ２ １ 番 地 の １」 を 「流

山市おおたかの森西二丁目１３番地の１」に改める。  
 （流山市立中学校設置条例の一部改正）  
第２条  流山市立中学校設置条例（昭和３９年流山市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。  
  第２条の表中「流山市市野谷６２１番地の１」を「流山市おおたか

の森西二丁目１３番地の１」に改める。  
（流山市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部改正）  

第３条  流山市消防本部及び消防署の設置に関する条例（昭和４１年流

山市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  
  第 ３ 条 の 表 流 山 市 中 央 消 防 署 の 項 中 「 東 初 石 ５ 丁 目  東 初 石 ６ 丁

目 」 を削 り 、「 西 初 石 ６丁 目 」 を 「 お お たか の 森 北 一 丁 目  お お たか

の森北二丁目  おおたかの森北三丁目  おおたかの森東一丁目  おお

たかの森東二丁目  おおたかの森東三丁目  おおたかの森東四丁目  

おおたかの森南一丁目 おおたかの森南二丁目  おおたかの森南三丁

目  おおたかの森西一丁目  おおたかの森西二丁目 おおたかの森西

三丁目  おおたかの森西四丁目」に改める。  
 （流山市出張所設置条例の一部改正）  
第４条  流山市出張所設置条例（昭和４１年流山市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。  
  第２条の表中「流山市東初石６丁目１８１番地の２９」を「流山市

おおたかの森北一丁目２番地の１」に改める。  
 （流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正）  
第５条  流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例（昭和５２年流山

市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  
  第３条の表中「流山市十太夫９７番地の１」を「流山市おおたかの

森東二丁目５番地の３」に改める。  
 （流山市立図書館設置等に関する条例の一部改正）  



第６条  流山市立図書館設置等に関する条例（昭和５３年流山市条例第

１２号）の一部を次のように改正する。  
  第２条第２項の表中「流山市市野谷６２１番地の１」を「流山市お

おたかの森西二丁目１３番地の１」に改める。  
 （流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正）  
第７条  流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例（平成２３年流

山市条例第１５号）の一部を次のように改正する。  
  第３条の表中「流山市十太夫９７番地の１」を「流山市おおたかの

森 東 二丁 目 ５ 番 地 の ３ 」に 、「 流 山 市 十 太夫 １ ８ ６ 番 地 」 を「 流 山市

お お たか の 森 東 一 丁 目 １２ 番 地 の ２ 」 に 、「 流 山 市 市 野 谷 ６２ １ 番地

の１」を「流山市おおたかの森西二丁目１３番地の１」に改める。  
 （流山市おおたかの森センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正）  
第８条  流山市おおたかの森センターの設置及び管理に関する条例（平

成２６年流山市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  
  第３条中「流山市市野谷６２１番地の１」を「流山市おおたかの森

西二丁目１３番地の１」に改める。  
 （ 流 山 市 お お た か の 森 ホ ー ル の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改

正）  
第９条  流山市おおたかの森ホールの設置及び管理に関する条例（平成

２９年流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  
  第３条中「流山市東初石６丁目１８１番地の２９」を「流山市おお

たかの森北一丁目２番地の１」に改める。  
   附  則  
 この条例は、令和元年５月１１日から施行する。  



報告第  １２  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  
  令和元年６月２０日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年１月２３日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  環境部環境政策課の職員が生活環境の相談を受

け、訪問する際に公用車を運転し、訪問先の許

可を得て車庫に駐車しようとしたところ、玄関

アプローチに接触し、当該玄関アプローチを損

傷させたことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３０年９月１１日  

３  発 生 場 所  相手方住所地  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解成立 年月 日  平成３１年１月２３日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２５２，５１０円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年２月８日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  市民生活部コミュニティ課の職員が、公用車立

体駐車場から出庫しようとした際、運転してい

た公用車（市が賃借している自動車）の右側後

輪付近が、通路側に駐車されていた車両の右側

前方のバンパーと接触したことによる当該公用

車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３０年１２月１４日  

３  発 生 場 所  流山市平和台２丁目１番地の２  

           流山市役所公用車立体駐車場  

４  相 手 方  千葉県千葉市中央区弁天１丁目５番１号  

           大和リース株式会社千葉支店  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解成立 年月 日  平成３１年２月８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １１６，８１３円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年２月２６日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  土木部河川課の職員が公用車（市が賃借してい

る自動車）を運転中、訪問先にバックで進入し

た際、側方右側の注意を怠り、右折してきた車

両と接触したことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３０年７月２４日  

３  発 生 場 所  流山市大字西平井９５２番２地先路上  

４  相 手 方  東京都台東区松が谷一丁目３番５号  

           株式会社日立オートサービス  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解成立 年月 日  平成３１年２月２６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２６５，０７８円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年３月２０日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  流山市消防団員が、消防団第１４分団の消防車

両を運転し、管轄区域を火災警戒パトロールし

ていたところ、道路脇に設置されている畑の土

留の支柱に車両右側面部を接触させたことによ

る当該支柱の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３１年２月１１日  

３  発 生 場 所  流山市大字小屋８３７番地先路上  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解成立 年月 日  平成３１年３月２０日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ９６，４１１円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年４月１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  健康福祉部社会福祉課の職員が公用車（市が賃

借している自動車）を運転中、Ｔ字路交差点に

て右折しようとした際、前方左側から走行して

きた自動車と接触したことによる当該公用車の

物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３１年２月５日  

３  発 生 場 所  流山市大字下花輪２０８番５地先  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

           株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解成立 年月 日  平成３１年４月１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ３５，３１６円  

  



専  決  処  分  書  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年４月９日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  土木部道路管理課の職員が公用車（市が賃借し

ている自動車）を運転し、道路境界の立会いの

現場から後進で出る際、車体左前方が当該現場

敷地内の階段擁壁に接触したことによる当該公

用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３１年２月８日  

３  発 生 場 所  流山市前ケ崎２番地の６７  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１  

           株式会社日産フィナンシャルサービス  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解成立 年月 日  平成３１年４月９日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ３２，５０９円  

  



専  決  処  分  書  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年４月２３日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  環境部クリーンセンターの職員が森のまちエコ

センター敷地内で市所有の重機（ショベルロー

ダ）を運転中、バックしようとしたところ、同

敷地内に駐車していた相手方車両と接触したこ

とによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３１年３月１６日  

３  発 生 場 所  流山市こうのす台１５９４番地  

           （森のまちエコセンター駐車場内）  

４  相 手 方  東京都品川区南大井６丁目２６番３号  

           日立造船株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解成立 年月 日  平成３１年４月２３日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２８６，７８９円  

 



報告第  １３  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和元年６月２０日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する長崎ふれあいの森の樹木の倒木により相手方自

動車の車体を損傷させた物損事故に係る和解及び損害賠償の額

の決定について専決処分したので、報告するためである。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年１月２５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  市が管理する長崎ふれあいの森に生えている樹

木の倒木により、隣接する駐車場に駐車してい

た相手方の自動車の車体を破損させた物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３０年１０月１日  

３  発 生 場 所  流山市長崎２丁目１５５番６  

４  相  手  方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解 成 立 年 月 日  平成３１年１月２５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ７４５，９４５円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年１月２５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  市が管理する長崎ふれあいの森に生えている樹

木の倒木により、隣接する駐車場に駐車してい

た相手方の自動車の車体を破損させた物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成３０年１０月１日  

３  発 生 場 所  流山市長崎２丁目１５５番６  

４  相  手  方  柏市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和 解 成 立 年 月 日  平成３１年１月２５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ６３４，３３８円  
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